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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理能力検知手段と、連続的に送られるべき一連の画像データを有する画像データ列を
分割して所定の数の画像データ部分列を生成するデータ分割手段と、それらの画像データ
部分列を前記所定の数の伝送経路により並行して送信することが出来る送信手段とを有す
る第１装置と、
　それらの送信された画像データ部分列を前記所定の数の伝送経路から並行して受信する
受信手段と、それらの受信された画像データ部分列を前記画像データ列に復元するまたは
それらの画像データ部分列を処理する処理手段とを有する第２装置とを備え、
　前記処理能力検知手段は、前記第２装置の処理能力を検知し、その検知した結果に応じ
て前記所定の数を決定し、
　前記データ分割手段は、その決定された前記所定の数の画像データ部分列を生成するデ
ータ処理システム。
【請求項２】
　前記第２装置の処理能力を検知し、その検知した結果に応じて前記所定の数を決定する
とは、その検知した結果が、前記第２装置の処理能力が前記第１装置の処理能力より低い
ことを示す場合、予め決められている分割数よりも少なくなるように前記所定の数を決定
することである請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項３】
　前記それらの画像データ部分列を処理するとは、それらの画像データ部分列を前記画像
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データ列として表示することである請求項１または２に記載のデータ処理システム。
【請求項４】
　処理能力検知手段と、
　連続的に送られるべき一連の画像データを有する画像データ列を分割して所定の数の画
像データ部分列を生成するデータ分割手段と、
　それらの画像データ部分列を前記所定の数の伝送経路により並行して送信することが出
来る送信手段とを備え、
　前記処理能力検知手段は、それらの送信された画像データ部分列を前記所定の数の伝送
経路から並行して受信する受信手段と、それらの受信された画像データ部分列を前記画像
データ列に復元するまたはそれらの画像データ部分列を処理する処理手段とを有する第２
装置の処理能力を検知し、その検知した結果に応じて前記所定の数を決定し、
　前記データ分割手段は、その決定された前記所定の数の画像データ部分列を生成する第
１装置。
【請求項５】
　データを処理して処理結果を出力するデータ処理手段と、
　出力された前記処理結果から、前記処理結果を表示するための連続的に送られるべき一
連の画像データ列を生成してモニタに出力する表示データ作成手段とを備え、
　前記表示データ作成手段は、請求項４記載の第１装置として機能し、
　前記モニタは、請求項４記載の第２装置として機能するパーソナルコンピュータ。
【請求項６】
　放送されてくる番組データを受信する受信手段と、
　その受信した番組データを復調して、連続的に送られるべき一連の画像データ列を生成
してテレビに出力する表示データ作成手段とを備え、
　前記表示データ作成手段は、請求項４記載の第１装置として機能し、
　前記テレビは、請求項４記載の第２装置として機能するチューナ。
【請求項７】
　請求項１記載のデータ処理システムの、前記第１装置における、第２装置の処理能力を
検知し、その検知した結果に応じて所定の数を決定する処理能力検知手段と、連続的に送
られるべき一連の画像データを有する画像データ列を分割して前記所定の数の画像データ
部分列を生成するデータ分割手段と、それらの画像データ部分列を前記所定の数の伝送経
路により並行して送信することが出来る送信手段と、
　前記第２装置における、それらの送信された画像データ部分列を前記所定の数の伝送経
路から並行して受信する受信手段と、それらの受信された画像データ部分列を前記画像デ
ータ列に復元するまたはそれらの画像データ部分列を処理する処理手段としてコンピュー
タを機能させるプログラム。
【請求項８】
　請求項４記載の第１装置の、前記第１装置から送信されたそれらの画像データ部分列を
所定の数の伝送経路から並行して受信する受信手段と、それらの受信された画像データ部
分列を前記画像データ列に復元するまたはそれらの画像データ部分列を処理する処理手段
とを有する第２装置の処理能力を検知し、その検知した結果に応じて前記所定の数を決定
する処理能力検知手段と、
　連続的に送られるべき一連の画像データを有する画像データ列を分割して前記所定の数
の画像データ部分列を生成するデータ分割手段と、
　それらの画像データ部分列を前記所定の数の伝送経路により並行して送信することが出
来る送信手段としてコンピュータを機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、連続的に送られるべき一連の画像データを有する画像データ列を処理または
表示するデータ処理システム、第１装置、及びプログラムに関するものであり、たとえば
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液晶表示システムなどに表示を実行させるためのデータ処理システム、第１装置、及びプ
ログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
はじめに、図６を参照しながら、従来の表示システムの構成について、液晶表示装置を例
として説明する。なお、図６は、従来の表示システムのブロック図である。
【０００３】
この表示システムは信号源装置１０１と表示装置１０２からなる。信号源装置１０１は、
信号源１０３とトランスミッタ１０４から構成される。
【０００４】
表示装置１０２はレシーバ１０５とコントローラ１０６とディスプレイ１０７からなる。
【０００５】
信号源装置１０１と表示装置１０２の接続は、トランスミッタ１０４とレシーバ１０５の
間を１本の信号ケーブル１０８を介して接続される。
【０００６】
図６でａ部のピクセルクロック周波数をｆ（Ｈｚ）とすると、ｂ部のピクセルクロック周
波数はｆ（Ｈｚ）である。
【０００７】
近年、ディスプレイの高解像度化の進展はめざましいものがある。カラーディスプレイが
普及しだした頃の解像度はＶＧＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｒｒａｙ）と呼ば
れる横６４０画素、縦４８０本という表示であった。これが、ＳＶＧＡ（Ｓｕｐｅｒ　Ｖ
ＧＡ）と呼ばれる、横８００画素、縦６００本となり、ＸＧＡ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｇｒ
ａｐｈｉｃｓ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）と呼ばれる、横１０２４画素、縦７６８本と
なり、ＳＸＧＡ（Ｓｕｐｅｒ　ＸＧＡ）と呼ばれる、横１２８０画素、縦１０２４本や、
ＵＸＧＡ（Ｕｌｔｒａ　ＸＧＡ）と呼ばれる、横１６００画素、縦１２００本や、ＨＤＴ
Ｖ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）と呼ばれる、横１９２０
画素、縦１０８０本や、さらには、ＱＸＧＡ（Ｑｕａｄｒｕｐｌｅ　ＸＧＡ）と呼ばれる
、横２０４８画素、縦１５３６本の解像度まで登場している。
【０００８】
図７～図１０でこれらの解像度の例について示す。図７で、２０１がＶＧＡ、２０２がＳ
ＶＧＡ、２０３がＸＧＡ、２０４がＳＸＧＡ、２０５がＵＸＧＡ、２０６がＵＸＧＡ－Ｗ
ｉｄｅ。さらに高解像度のものや、上記の４対３や５対４の扁平率を１６対９や１６対１
０等に幅広化（ワイド化）した解像度、上記の解像度を縦横２倍にすることによる４倍の
解像度（ＱＶＧＡ，ＱＳＸＧＡ，ＱＵＸＧＡなど）、各国の放送規格（ＮＴＳＣ、ＰＡＬ
、ＳＥＣＡＭなど）やコンピュータの規格（インターナショナルビジネスマシーンズ社、
サンマイクロシステムズ社、アップルコンピュータ社製などのコンピュータ）に依存した
解像度、機構寸法における共用化策により、扁平率５対４のＳＸＧＡを４対３にした上で
解像度を高めたＳＸＧＡ＋（ＳＸＧＡ　Ｐｌｕｓ）と呼ばれる横１４００画素、縦１０５
０本の解像度も存在する。
【０００９】
図８では、４倍解像度の種類の例を示す。（ａ）の２０７がＱＶＧＡ、（ｂ）の２０８が
ＱＸＧＡ、（ｃ）の２０９がＱＳＸＧＡ、（ｄ）２１０がＱＵＸＧＡ。
【００１０】
図９では、ＳＸＧＡからの展開でＳＸＧＡ＋とＳＸＧＡ－Ｗｉｄｅを示す。２１１がＳＸ
ＧＡ＋、２１２がＳＸＧＡ－Ｗｉｄｅである。
【００１１】
図１０でＨＤＴＶと、ＵＸＧＡ、ＵＸＧＡ－Ｗｉｄｅの関係を示す。２１３がＨＤＴＶで
ある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
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このような、高解像度化の進展は、高精細化という高性能化の反面、駆動回路のクロック
周波数の高周波化という問題を発生させる。
【００１３】
各解像度における総画素数は、
【００１４】
【数１】

　ただし、Ｔｏｔａｌ＿Ｐｉｘｅｌは、画素数であり、Ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ＿Ｐｉｘｅ
ｌは、水平画素数であり、Ｖｅｒｔｉｃａｌ＿Ｌｉｎｅは、垂直ライン数である。
【００１５】
数１より、ＶＧＡ（６４０×４８０）では、３０７，２００画素になり、ＳＶＧＡ（８０
０×６００）では、４８０，０００画素になり、ＸＧＡ（１０２４×７６８）では、７８
６，４３２画素になり、ＱＶＧＡ（１２８０×９６０）では、１，２２８，８００画素に
なる（注：ＱＶＧＡのＱは過去に、ｑｕａｄ（１／４）の意味で３２０×２４０画素を示
す際に使われていたが、最近では解像度の拡大に伴い、ｑｕａｄｒｕｐｌｅ（４倍）の意
味で使われるようになった。本明細書では、４倍の意味で使用する。なお、ＱＸＧＡ以上
の解像度では、当初より４倍の意である。）。
【００１６】
また、ＳＸＧＡ（１２８０×１０２４）では、１，３１０，７２０画素になり、ＳＸＧＡ
＋（１４００×１０５０）では、１，４７０，０００画素になり、ＳＸＧＡ－Ｗｉｄｅ（
１６００×１０２４）では、１，６３８，４００画素になり、ＵＸＧＡ（１６００×１２
００）では、１，９２０，０００画素になり、ＨＤＴＶ（１９２０×１０８０）では、２
，０７３，６００画素になり、ＵＸＧＡ－Ｗｉｄｅ（１９２０×１２００）では、２，３
０４，０００画素になり、ＱＸＧＡ（２０４８×１５３６）では、３，１４５，７２８画
素になり、ＱＳＸＧＡ（２５６０×２０４８）では、５，２４２，８８０画素になり、Ｑ
ＵＸＧＡ（３２００×２４００）では、７，６８０，０００画素になるなどである。その
他の解像度であっても同様に計算できる。
【００１７】
現状では、液晶ディスプレイにおいても、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）
ディスプレイと同様に、ブランク期間を考慮して駆動を行っているものが多いが、ここで
はまず簡素化のため、ブランク期間を除外して試算を行ってみる。その後に、ブランク期
間として、一例として、４０％加算した値を示す。これは、水平ブランク期間として約３
０％、垂直ブランク期間として約１０％見込んだものである。以下はすべて、フレーム周
波数を６０Ｈｚとしたときのクロック周波数である。
【００１８】
先に例をあげた各解像度に関して、解像度、ブランク期間なしのクロック周波数、ブラン
ク期間つきのクロック周波数を列記すると、
【００１９】
【数２】

【００２０】
【数３】

ただし、Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ＿Ｗｉｔｈｏｕｔ＿Ｂｌａｎｋｉｎｇは、ブランキング期間
なしのクロック周波数であり、Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ＿Ｗｉｔｈ＿Ｂｌａｎｋｉｎｇは、ブ
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ランキング期間ありのクロック周波数であり、Ｆｒａｍｅは、１秒間あたりのフレーム数
であり、Ｂｌａｎｋｉｎｇ＿Ｒａｔｅは、ブランク期間の係数（ここでは、１．４）であ
る。
【００２１】
数２と数３より、
ＶＧＡ（６４０×４８０）では、１８．４ＭＨｚ、２５．８ＭＨｚとなり、ＳＶＧＡ（８
００×６００）では、２８．８ＭＨｚ、４０．３ＭＨｚとなり、ＸＧＡ（１０２４×７６
８）では、４７．２ＭＨｚ、６６．１ＭＨｚとなり、
ＱＶＧＡ（１２８０×９６０）では、７３．７ＭＨｚ、１０３ＭＨｚとなり、
ＳＸＧＡ（１２８０×１０２４）では、７８．６ＭＨｚ、１１０ＭＨｚとなり、ＳＸＧＡ
＋（１４００×１０５０）では、８８．２ＭＨｚ、１２３ＭＨｚとなり、ＳＸＧＡ－Ｗｉ
ｄｅ（１６００×１０２４）では、９８．３ＭＨｚ、１３８ＭＨｚとなり、ＵＸＧＡ（１
６００×１２００）では、１１５ＭＨｚ、１６１ＭＨｚとなり、ＨＤＴＶ（１９２０×１
０８０）では、１２４ＭＨｚ、１７４ＭＨｚとなり、ＵＸＧＡ－Ｗｉｄｅ（１９２０×１
２００）では、１３８ＭＨｚ、１９４ＭＨｚとなり、ＱＸＧＡ（２０４８×１５３６）で
は、１８９ＭＨｚ、２６４ＭＨｚとなり、ＱＳＸＧＡ（２５６０×２０４８）では、３１
５ＭＨｚ、４４０ＭＨｚとなり、ＱＵＸＧＡ（３２００×２４００）では、４６０ＭＨｚ
、６４５ＭＨｚとなる。その他の解像度であっても同様に計算できる。
【００２２】
現状、７０ＭＨｚを超えるピクセル・クロックにおいては、ＴＴＬあるいはＣＭＯＳレベ
ルでのデータ伝送は非常に困難であり、技術的には低電圧振幅差動信号伝送方式のシリア
ル・デジタル・インターフェイス方式に移行している。このシリアル・デジタル・インタ
ーフェイス方式には、ＬＶＤＳ(Ｌｏｗ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　
Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ)方式、ＴＭＤＳ(Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉ
ｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ)方式、ＧＶＩＦ(Ｇｉｇａｂｉｔ　Ｖｉｄｅ
ｏ　ＩｎｔｅｒＦａｃｅ)方式などあるが、これらに対応したシリアル・デジタル・イン
ターフェイスＩＣのクロック周波数は高いものでも１６５ＭＨｚ程度である。
【００２３】
したがって、上述したことから明らかなように、従来の表示装置では、ブランク期間を含
むＨＤＴＶ（１７４ＭＨｚ）、ＵＸＧＡ－Ｗｉｄｅ（１９４ＭＨｚ）またはそれ以上の解
像度には対応できないことになる。
【００２４】
このように、高解像度化の進展などのために、表示装置に表示を実行させられないことが
あるという課題があった。
【００２５】
従来の技術で述べた図６の例の従来の表示システムでは、トランスミッタ１０４または、
レシーバ１０５のいずれかのインターフェイスＩＣの動作周波数が信号源のピクセルクロ
ックの周波数に対して不足した場合、正しく表示できないという結果となる。
【００２６】
また、逆に高解像度化が進展した結果、受信側の仕様が低解像度の画像を表示するものあ
り、送信側の仕様が高解像度の信号を出力する仕様である場合、受信側を送信側に接続し
て正常に動作させることが出来なくなってしまうという課題がある。
【００２７】
　本発明は、上記課題を考慮し、デジタル・インターフェイスのクロック周波数を超える
ような高解像度の画像であっても、表示装置に正常に表示させることが出来るデータ処理
システム、第１装置、及びプログラムを提供することを目的とするものである。
【００２８】
　また、本発明は、上記課題を考慮し、高解像度化が進展した場合にも受信側の仕様に合
わせたデータ出力を行うことができるデータ処理システム、第１装置、及びプログラムを
提供することを目的とするものである。



(6) JP 4672168 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

【００２９】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、第１の本発明（請求項１に対応）は、処理能力検知手
段と、連続的に送られるべき一連の画像データを有する画像データ列を分割して所定の数
の画像データ部分列を生成するデータ分割手段と、それらの画像データ部分列を前記所定
の数の伝送経路により並行して送信することが出来る送信手段とを有する第１装置と、
　それらの送信された画像データ部分列を前記所定の数の伝送経路から並行して受信する
受信手段と、それらの受信された画像データ部分列を前記画像データ列に復元するまたは
それらの画像データ部分列を処理する処理手段とを有する第２装置とを備え、
　前記処理能力検知手段は、前記第２装置の処理能力を検知し、その検知した結果に応じ
て前記所定の数を決定し、
　前記データ分割手段は、その決定された前記所定の数の画像データ部分列を生成するデ
ータ処理システムである。
【００３０】
また、第２の本発明（請求項２に対応）は、前記第２装置の処理能力を検知し、その検知
した結果に応じて前記所定の数を決定するとは、その検知した結果が、前記第２装置の処
理能力が前記第１装置の処理能力より低いことを示す場合、予め決められている分割数よ
りも少なくなるように前記所定の数を決定することである第１の本発明に記載のデータ処
理システムである。
【００３１】
　また、第３の本発明（請求項３に対応）は、前記それらの画像データ部分列を処理する
とは、それらの画像データ部分列を前記画像データ列として表示することである第１また
は２の本発明に記載のデータ処理システムである。
【００３２】
　また、第４の本発明（請求項４に対応）は、処理能力検知手段と、
　連続的に送られるべき一連の画像データを有する画像データ列を分割して所定の数の画
像データ部分列を生成するデータ分割手段と、
　それらの画像データ部分列を前記所定の数の伝送経路により並行して送信することが出
来る送信手段とを備え、
　前記処理能力検知手段は、それらの送信された画像データ部分列を前記所定の数の伝送
経路から並行して受信する受信手段と、それらの受信された画像データ部分列を前記画像
データ列に復元するまたはそれらの画像データ部分列を処理する処理手段とを有する第２
装置の処理能力を検知し、その検知した結果に応じて前記所定の数を決定し、
　前記データ分割手段は、その決定された前記所定の数の画像データ部分列を生成する第
１装置である。
【００３８】
　また、第５の本発明（請求項５に対応）は、データを処理して処理結果を出力するデー
タ処理手段と、
　出力された前記処理結果から、前記処理結果を表示するための連続的に送られるべき一
連の画像データ列を生成してモニタに出力する表示データ作成手段とを備え、
　前記表示データ作成手段は、第４の本発明に記載の第１装置として機能し、
　前記モニタは、第４の本発明に記載の第２装置として機能するパーソナルコンピュータ
。
【００３９】
　また、第６の本発明（請求項６に対応）は、放送されてくる番組データを受信する受信
手段と、
　その受信した番組データを復調して、連続的に送られるべき一連の画像データ列を生成
してテレビに出力する表示データ作成手段とを備え、
　前記表示データ作成手段は、第４の本発明に記載の第１装置として機能し、
　前記テレビは、第４の本発明に記載の第２装置として機能するチューナである。
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【００４２】
　また、第７の本発明（請求項７に対応）は、第１の本発明に記載のデータ処理システム
の、前記第１装置における、第２装置の処理能力を検知し、その検知した結果に応じて所
定の数を決定する処理能力検知手段と、連続的に送られるべき一連の画像データを有する
画像データ列を分割して前記所定の数の画像データ部分列を生成するデータ分割手段と、
それらの画像データ部分列を前記所定の数の伝送経路により並行して送信することが出来
る送信手段と、
　前記第２装置における、それらの送信された画像データ部分列を前記所定の数の伝送経
路から並行して受信する受信手段と、それらの受信された画像データ部分列を前記画像デ
ータ列に復元するまたはそれらの画像データ部分列を処理する処理手段としてコンピュー
タを機能させるプログラムである。
【００４３】
　また、第８の本発明（請求項８に対応）は、第４の本発明に記載の第１装置の、前記第
１装置から送信されたそれらの画像データ部分列を所定の数の伝送経路から並行して受信
する受信手段と、それらの受信された画像データ部分列を前記画像データ列に復元するま
たはそれらの画像データ部分列を処理する処理手段とを有する第２装置の処理能力を検知
し、その検知した結果に応じて前記所定の数を決定する処理能力検知手段と、
　連続的に送られるべき一連の画像データを有する画像データ列を分割して前記所定の数
の画像データ部分列を生成するデータ分割手段と、
　それらの画像データ部分列を前記所定の数の伝送経路により並行して送信することが出
来る送信手段としてコンピュータを機能させるプログラムである。
【００４５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図１～図５を用いて説明する。
【００４６】
図１は本発明の信号源装置を示すブロック図である。本図に示す通り、本発明の信号源装
置は信号源１と、データ分割回路２と、第１のトランスミッタ３と、第２のトランスミッ
タ４と、第３のトランスミッタ５と、第４のトランスミッタ６と解像度検知手段７からな
る。
【００４７】
本実施の形態の信号源装置は、出力先の表示装置の解像度、ここではすなわちピクセルク
ロック周波数、に合わせて送信回路単位数を選択し、これに合わせた単位数にて信号を出
力するものである。
【００４８】
信号源装置は、例えばテレビ放送を受信して映像音声データを出力するチューナや、ＤＶ
Ｄやハードディスクなどに記録されている動画像データを出力するパーソナルコンピュー
タであるとする。
【００４９】
また、表示装置は、例えば、チューナから送られてくる映像音声データを表示するテレビ
や、パーソナルコンピュータから送られてくる動画像データを表示する液晶モニタなどの
モニタであるとする。
【００５０】
いま、トランスミッタ３，４，５，６として、１６５ＭＨｚ（Ｍａｘ．）の動作周波数の
ＩＣを使用すると、４個使用により、６６０ＭＨｚ（Ｍａｘ．）の動作が可能となる。こ
の結果、数３より、ブランク期間を加えた解像度として、ＱＵＸＧＡまでの対応が可能と
なる。
【００５１】
ここで、表示装置がＱＵＸＧＡの代わりにＱＳＸＧＡであった場合、動作周波数は、数３
より４４０ＭＨｚでよく、１６５ＭＨｚ（Ｍａｘ．）のＩＣならば、３個で伝送可能であ
る。
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【００５２】
また、表示装置がＱＸＧＡやＵＸＧＡ－Ｗｉｄｅ、ＨＤＴＶの場合、２個で伝送可能であ
り、さらに、ＵＸＧＡや、これ以下の解像度であれば、１個で伝送可能となる。
【００５３】
　解像度検知手段７はＤＤＣ（ディスプレイ・データ・チャネル）などにより、接続する
表示装置の解像度情報を検知し、その情報を元に信号源１に送信回路の分割数情報を知ら
せる。
【００５４】
　たとえば、接続する表示装置がＱＵＸＧＡであるという情報を検知すると、分割数を４
として信号源１に知らせる。そうすると、データ分割回路２は、信号源１から入力されて
くる一連の画像データから構成される画像データ列である信号を、入力されてくる画像デ
ータ毎に４個に分割する。例えば各画像データを表示装置で表示される場合の走査線の方
向と平行な領域に分割する。その結果、信号源装置は、トランスミッタ３，４，５，６を
使用して信号を伝送する。このとき、信号伝送のためのケーブルは４組必要となる。
【００５５】
この時の接続の様子を図２に示す。コネクタ１４は表示装置の解像度情報を伝送する経路
として便宜上図示しているものであり、データ送受信用の経路と共用化してもよい。信号
伝送のためのケーブルは、ケーブル１７，１８，１９，２０である。
【００５６】
図２では、表示装置１６には第１のレシーバ８、第２のレシーバ９、第３のレシーバ１０
、第４のレシーバ１１の４個のレシーバがある。信号源装置１５の信号を表示装置１６に
表示する場合には、予めユーザは、表示装置１６の４個のレシーバに上記の４本のケーブ
ルを接続し、そのケーブルの他方を信号源装置１５の第１のトランスミッタ３、第２のト
ランスミッタ４、第３のトランスミッタ５、第４のトランスミッタ６にそれぞれ接続して
おくものとする。
【００５７】
　また、接続する表示装置がＱＳＸＧＡであるという情報を検知すると、分割数を３とし
て信号源１に知らせる。その結果、信号源装置１５は、トランスミッタ３，４，５を使用
して信号を伝送する。このとき、信号伝送のためのケーブルは３組で済むため、当初のシ
ステムよりも１本節約できる。
【００５８】
この時の接続の様子を図３に示す。コネクタ１４は表示装置の解像度情報を伝送する経路
として便宜上図示しているものであり、データ送受信用の経路と共用化してもよい。信号
伝送のためのケーブルは、ケーブル１７，１８，１９である。
【００５９】
図３では、表示装置１６には第１のレシーバ８、第２のレシーバ９、第３のレシーバ１０
の３個のレシーバがある。信号源装置１５の信号を表示装置１６に表示する場合には、予
めユーザは、表示装置１６の３個のレシーバに上記の３本のケーブルを接続し、そのケー
ブルの他方を信号源装置１５の第１のトランスミッタ３、第２のトランスミッタ４、第３
のトランスミッタ５にそれぞれ接続しておくものとする。
【００６０】
　また、接続する表示装置がＱＸＧＡやＵＸＧＡ－Ｗｉｄｅ、ＨＤＴＶであるという情報
を検知すると、分割数を２として信号源１に知らせる。その結果、信号源装置１５は、ト
ランスミッタ３，４を使用して信号を伝送する。このとき、信号伝送のためのケーブルは
２組で済むため、当初のシステムよりも２本節約できる。
【００６１】
この時の接続の様子を図４に示す。コネクタ１４は表示装置の解像度情報を伝送する経路
として便宜上図示しているものであり、データ送受信用の経路と共用化してもよい。信号
伝送のためのケーブルは、ケーブル１７，１８である。
【００６２】
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図４では、表示装置１６には第１のレシーバ８、第２のレシーバ９の２個のレシーバがあ
る。信号源装置１５の信号を表示装置１６に表示する場合には、予めユーザは、表示装置
１６の２個のレシーバに上記の２本のケーブルを接続し、そのケーブルの他方を信号源装
置１５の第１のトランスミッタ３、第２のトランスミッタ４にそれぞれ接続しておくもの
とする。
【００６３】
　また、接続する表示装置がＵＸＧＡや、これ以下の解像度であるという情報を検知する
と、分割数を１（分割なし）として信号源１に知らせる。その結果、信号源装置１５は、
トランスミッタ３のみを使用して信号を伝送する。このとき、信号伝送のためのケーブル
は１組のみで済むため、当初のシステムよりも３本節約できる。
【００６４】
この時の接続の様子を図５に示す。コネクタ１４は表示装置の解像度情報を伝送する経路
として便宜上図示しているものであり、データ送受信用の経路と共用化してもよい。信号
伝送のためのケーブルは、ケーブル１７である。
【００６５】
図５では、表示装置１６には第１のレシーバ８の１個のレシーバがある。信号源装置１５
の信号を表示装置１６に表示する場合には、予めユーザは、表示装置１６の１個のレシー
バに上記の１本のケーブルを接続し、そのケーブルの他方を信号源装置１５の第１のトラ
ンスミッタ３に接続しておくものとする。
【００６６】
この例では送信回路の分割のための検知基準を解像度で示したが、周波数を元に、それぞ
れ６６０ＭＨｚ～４９５ＭＨｚより大であれば４分割、４９５ＭＨｚ～３３０ＭＨｚより
大であれば３分割、３３０ＭＨｚ～１６５ＭＨｚより大であれば２分割、１６５ＭＨｚ～
０ＭＨｚであれば分割なしと検知することも同義である。
【００６７】
なお、本実施の形態においては、ＩＣの動作周波数を１６５ＭＨｚ（Ｍａｘ．）としたが
、この限りではない。
【００６８】
なお、本実施の形態では最大４分割の例を示したが、２分割、３分割や、他のＮ分割（Ｎ
は２以上の整数）の場合においても周波数限界の違いはあるが、同様の考え方により、同
様の効果が得られることが容易に理解できる。
【００６９】
なお、表示する信号が高解像度のため、コントローラ１２からディスプレイ１３へ信号を
伝送しうるピクセルクロックの周波数を超える場合は、上記と同様にコントローラ１２か
らディスプレイ１３に分割された信号を複数の伝送経路を利用して並行して伝送すること
もできる。
【００７０】
なお、本実施の形態では、信号源装置１５はチューナやパーソナルコンピュータであり、
表示装置がテレビやモニタであるとして説明したが、これに限らない。信号源装置１５と
表示装置１６が、テレビやモニタに内蔵されていてもよい。このような例として、信号源
装置１５が液晶パネルなどで構成されるディスプレイの表示を制御するコントローラの機
能を兼ねており、表示装置１６がテレビやモニタに内蔵されている液晶パネルの機能を兼
ねているものでもよい。このように本実施の形態の信号源装置１５と表示装置１６は、所
定の機能を実行する装置の入出力関係のある２つの機能要素を兼ねているような構成であ
ってもよい。また、このような場合、表示装置１６は、信号源装置１５から送られてきた
信号を表示するものに限らず、信号源装置１５から送られてきた信号をもとの画像データ
列の信号に復元して出力するものや、信号源装置１５から送られてきた信号に対して表示
処理以外の処理をするものであってもよい。
【００７１】
以上のように、信号源装置は同一でも、接続対象となる表示装置の能力により、送信回路
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数を切り替え可能とすることにより、表示能力の高い（解像度が大きく、動作周波数の高
い）表示装置に対しては送信回路数を多く、また接続ケーブル数を多くし、一方、表示能
力の低い（解像度が低く、動作周波数の低い）表示装置に対しては送信回路数を少なく、
また接続ケーブル数を少なくすることにより、消費電力の低減、部品点数の削減、システ
ムの低コスト化を図ることが可能となる。
【００７２】
このように、高解像度化に伴った高周波化で肥大する信号源のインターフェイスに対し、
受信側としては必要最小限のインターフェイス回路を用意することで対応させる環境を提
供することが出来、さらにはケーブル数の削減、受信側インターフェイスの汎用性を実現
することが出来る。
【００７３】
なお、本実施の形態の信号源１が出力する信号は本発明の連続的に送られるべき一連の画
像データを有する画像データ列の例であり、本実施の形態のデータ分割回路２で分割され
第１のトランスミッタ３、第２のトランスミッタ４、第３のトランスミッタ５、第６のト
ランスミッタ６などに出力される信号は本発明の画像データ部分列の例であり、本実施の
形態のデータ分割回路２は本発明のデータ分割手段の例であり、本実施の形態の第１のト
ランスミッタ３、第２のトランスミッタ４、第３のトランスミッタ５、第４のトランスミ
ッタ６は本発明の送信手段の例であり、本実施の形態の図２における第１のレシーバ８、
第２のレシーバ９、第３のレシーバ１０、第４のレシーバ１１は本発明の受信手段の例で
あり、本実施の形態の図３における第１のレシーバ８、第２のレシーバ９、第３のレシー
バ１０は本発明の受信手段の例であり、本実施の形態の図４における、第１のレシーバ８
、第２のレシーバ９は本発明の受信手段の例であり、本実施の形態の図５における第１の
レシーバ８は本発明の受信手段の例であり、本実施の形態のコントローラ１２またはディ
スプレイ１３は本発明の処理手段の例であり、本実施の形態の信号源装置１５は本発明の
第１装置の例であり、本実施の形態の表示装置１６は本発明の第２装置の例である。
【００７４】
さらに、データを処理して処理結果を出力するデータ処理手段と、出力された前記処理結
果から、前記処理結果を表示するための連続的に送られるべき一連の画像データ列を生成
してモニタに出力する表示データ作成手段とを備え、前記表示データ作成手段は、第４の
本発明に記載の第１装置として機能し、前記モニタは第４の本発明に記載の第２装置とし
て機能するパーソナルコンピュータも本発明に属する。
【００７５】
さらに、放送されてくる番組データを受信する受信手段と、その受信した番組データを復
調して、連続的に送られるべき一連の画像データ列を生成してテレビに出力する表示デー
タ作成手段とを備え、前記表示データ作成手段は、第４の本発明に記載の第１装置として
機能し、前記テレビは、第４の本発明に記載の第２装置として機能するチューナも本発明
に属する。
【００７８】
なお、本発明は、上述した本発明のデータ処理システムまたは第１装置または第２装置の
全部または一部の手段（または、装置、素子、回路、部等）の機能をコンピュータにより
実行させるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムであ
る。
【００７９】
なお、本発明の一部の手段（または、装置、素子、回路、部等）とは、それらの複数の手
段の内の、幾つかの手段を意味し、あるいは、一つの手段の内の、一部の機能を意味する
ものである。
【００８０】
また、本発明のプログラムを記録した、コンピュータに読みとり可能な記録媒体も本発明
に含まれる。
【００８１】
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また、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体
に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【００８２】
また、本発明のプログラムの一利用形態は、伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読
みとられ、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【００８３】
また、記録媒体としては、ＲＯＭ等が含まれ、伝送媒体としては、インターネット等の伝
送媒体、光・電波・音波等が含まれる。
【００８４】
また、上述した本発明のコンピュータは、ＣＰＵ等の純然たるハードウェアーに限らず、
ファームウェアーや、ＯＳ、更に周辺機器を含むものであっても良い。
【００８５】
なお、以上説明した様に、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現しても良いし、ハード
ウェア的に実現しても良い。
【００８６】
【発明の効果】
以上説明したところから明らかなように、本発明は、デジタル・インターフェイスのクロ
ック周波数を超えるような高解像度の画像であっても、表示装置に正常に表示させること
が出来るデータ処理システム、第１装置、第２装置、及びプログラムを提供することが出
来る。
【００８７】
また、本発明は、高解像度化が進展した場合にも受信側の仕様に合わせたデータ出力を行
うことができるデータ処理システム、第１装置、第２装置、及びプログラムを提供するこ
とが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における表示システムにおける信号源装置のブロック図
【図２】本発明の実施の形態における信号源装置と表示装置が接続された場合の表示シス
テムのブロック図
【図３】本発明の実施の形態における信号源装置と表示装置が接続された場合の表示シス
テムのブロック図
【図４】本発明の実施の形態における信号源装置と表示装置が接続された場合の表示シス
テムのブロック図
【図５】本発明の実施の形態における信号源装置と表示装置が接続された場合の表示シス
テムのブロック図
【図６】従来の表示システムのブロック図
【図７】解像度の例を示す図
【図８】解像度の例を示す図
【図９】解像度の例を示す図
【図１０】解像度の例を示す図
【符号の説明】
１　信号源
２　データ分割回路
３　第１のトランスミッタ
４　第２のトランスミッタ
５　第３のトランスミッタ
６　第４のトランスミッタ
７　解像度検知手段
８　第1のレシーバ
９　第2のレシーバ
１０　第3のレシーバ
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１１　第4のレシーバ
１２　コントローラ
１３　ディスプレイ
１４　コネクタ
１５　信号源装置
１６　表示装置
１７　第1の信号ケーブル
１８　第2の信号ケーブル
１９　第3の信号ケーブル
２０　第4の信号ケーブル
１０１　信号源装置
１０２　表示装置
１０３　信号源
１０４　トランスミッタ
１０５　レシーバ
１０６　コントローラ
１０７　ディスプレイ
１０８　信号ケーブル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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